
人権啓発センター管理運営事業費の推移表（過去５年間）

（単位：円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

立岩人権啓発センター 4,482,014 4,504,057 4,815,770 5,475,908 6,714,000 6,001,000

穂波人権啓発センター 4,696,079 3,667,167 5,461,629 6,274,937 5,521,000 6,363,000

筑穂人権啓発センター 2,996,525 3,182,554 3,058,216 12,612,320 3,659,000 3,807,000

感染防止対策事業費（コロナ） ― ― 693,000 ― ― ―

合計 12,174,618 11,353,778 14,028,615 24,363,165 15,894,000 16,171,000

※令和２年度から令和５年度は決算額、令和６年度は予算額、令和７年度は当初予算額

人権・同和政策課
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部落差別解消推進団体の認定基準と該当団体一覧及び2006年度以降交付実績、予算書と決算書

・部落差別解消推進団体の認定基準 人権・同和政策課

　飯塚市部落差別解消推進団体補助金交付要綱（抜粋）　【平成30年12月17日告示】

　(趣旨)

　（対象団体）

　第2条　補助金の交付対象となる団体は、次条に規定する事業を行う団体で、市長が認めた団体とする。

　 (補助の対象)

　　(1)　自立支援推進活動(市の施策に係る連絡調整等地域住民の自立支援活動に関するもの)

　　(2)　人権・部落差別問題啓発推進活動

　　(3)　その他市長が適当と認めた事業

　第1条　この告示は住民の自主的、組織的な教育活動を促進し、住民自らの教育水準、福祉の向上を図るため人権・部落差別解消行政と整合性を

　　保ち、部落差別問題の速やかな解決に資するための費用について、部落差別解消対策の推進に資する団体(以下「団体」という。)に対して補

　　助金を交付することについて、飯塚市補助金等交付規則(平成18年飯塚市規則第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

　第3条　補助の対象となる経費は、次に掲げる活動及び事業に要する経費並びに団体の運営に要する経費(食糧費、渉外費及び上部団体の会費に

　　類する経費並びに市長が社会通念上適切でないと認めた経費を除く。)であって、別表に掲げる経費とする。

　　　附　則

　この告示は、告示の日から施行する。

　　　附　則

　この告示は、告示の日から施行し、平成27年４月１日から適用する。
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・該当団体一覧

　　部落解放同盟飯塚市協議会　　　　全日本同和会福岡県連合会飯塚支部協議会

・2006年度以降交付実績 （単位：円）

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
（平成18年度） （平成19年度） （平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度）

58,870,000 50,685,300 47,377,500 37,000,000 36,777,425 32,096,106 24,098,113 24,099,030

5,331,000 4,797,900 3,701,700 2,960,000 2,856,427 2,569,374 2,569,193 2,569,012

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
（平成26年度） （平成27年度） （平成28年度） （平成29年度） （平成30年度） （令和元年度） （令和２年度） （令和３年度）

24,097,229 21,491,759 20,934,562 20,987,596 20,304,000 19,180,475 13,287,690 13,560,470

2,569,123 2,568,963 2,539,076 2,539,337 2,524,000 2,524,000 1,179,000 2,548,000

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
（令和４年度） （令和５年度） （令和６年度） （令和７年度）

16,208,322 16,481,771 20,433,000 20,433,000

2,548,000 2,548,000 2,548,000 2,548,000

※平成18年度から令和５年度は決算額、令和６年度は予算額、令和７年度は当初予算額

部落解放同盟飯塚市協議会

全日本同和会福岡県連合会飯塚支部協議会

部落解放同盟飯塚市協議会

全日本同和会福岡県連合会飯塚支部協議会

部落解放同盟飯塚市協議会

全日本同和会福岡県連合会飯塚支部協議会
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放課後等デイサービス給付費の推移のわかるもの 社会・障がい者福祉課

522,785千円
597,621千円

699,830千円

882,973千円

1,172,643千円

1,408,243千円

50ヵ所

65ヵ所

75ヵ所

78ヵ所 81ヵ所 84ヵ所
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R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度見込 R7年度見込

放課後等デイサービス給付費 サービス請求事業所数
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保育に従事する職員の配置に係る資料一覧（公立私立比較） 保育課
令和7年1月1日時点

定員に対
する必要
数

入所数に
対する必
要数（Ａ）

加配等
（Ｂ）

現有数計
（Ａ）+（Ｂ）

常勤 非常勤 正職
任期付
及び
再任用

会計
年度

菰田保育所 220 203 26 22 16.2 38.2 16 5 17.2 1
穂波東保育所 180 141 22 16 15.3 31.3 17 4 10.3 1
筑穂保育所 130 106 15 10 16.8 26.8 12 3 11.8 0
庄内こども園 100 101 12 8 16.8 24.8 12 1 11.8 0
頴田こども園 120 89 12 10 14.6 24.6 12 4 8.6 0
明星保育園 160 154 18 16 4.1 20.1 16 4.1 0
あじさい保育園 160 136 18 13 5.9 18.9 16 2.9 1
あさひ保育園 120 135 15 15 7 22 16 6 1
わかみず保育園 100 100 13 12 5 17 17 0 0
飯塚保育園 80 86 9 10 4.6 14.6 10 4.6 1
常楽寺保育園 110 110 13 12 4.8 16.8 15 1.8 0
つぼみ保育園 70 93 8 11 6.5 17.5 14 3.5 0
常葉保育園 60 81 6 9 4.7 13.7 13 0.7 0
なのはな保育園 60 58 7 6 6 12 9 3 1
たけのこ保育園 50 40 5 5 4 9 8 1 0
庄内保育園 60 68 7 7 4 11 10 1 0
愛の光保育園 90 88 9 10 5 15 14 1 0
飯塚東保育園 120 131 14 16 4 20 18 2 0
つはらたんぽぽ保育園 40 47 5 6 4 10 9 1 1
枝国保育園 90 111 10 13 4.4 17.4 16 1.4 0
つくしんぼ保育園 80 98 9 13 3 16 16 0 5
飯塚らいむ保育園 100 108 11 13 5 18 10 8 2
幸袋こども園 154 164 16 17 1.1 18.1 15 3.1 1
愛宕幼稚園 220 269 14 21 6.7 27.7 22 5.7 7
了専寺白菊幼稚園 155 177 10 11 7.2 18.2 16 2.2 3
いぎすれんげ幼稚園 145 138 12 12 3.6 15.6 13 2.6 3
さんない幼稚園 120 129 11 12 2.6 14.6 13 1.6 0
ひかるこども園 100 94 11 10 4 14 14 0 1
鯰田こども園 115 83 12 7 1.7 8.7 7 1.7 1
潤野こども園 135 129 15 15 7 22 22 0 5
ひばり保育園 100 108 12 11 4.6 15.6 12 3.6 1
桜ヶ丘幼稚園 170 168 12 10 8.7 18.7 10 8.7 0
横田こども園 95 99 10 11 6 17 17 0 0
鎮西ひかる保育園 70 63 8 7 3.5 10.5 10 0.5 0

※私立こども園の定員、入所者数、保育士については、幼稚園部も含んでいる。

保育
補助者

公私立 種別 施設名 定員 入所者数

保育士数

こども園

公立
保育所

こども園

私立

保育園
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子ども医療費の推移表 医療保険課

区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

対象者数(人) 17,451 17,521 17,005 17,385 17,207 16,866 16,923

前 年 比 104.0% 100.4% 97.1% 102.2% 99.0% 98.0% 100.3%

医療費(千円) 368,336 301,025 364,008 358,346 422,052 451,792 450,623

前 年 比 102.8% 81.7% 120.9% 98.4% 117.8% 107.0% 99.7%

県補助金(千円） 155,909 124,919 159,619 150,639 182,295 197,318 196,969

（補助金/医療費） 42.3% 41.5% 43.9% 42.0% 43.2% 43.7% 43.7%

一般財源（千円）

(医療費-県補助金）

・令和元年度から令和５年度は決算額、令和６年度は決算見込額、令和７年度は予算額

・対象者数は４月－３月ベース、医療費については２月－１月ベース

・令和２年度医療費は新型コロナウイルス感染拡大による影響あり

・令和２年１０月から入院外（通院）の助成対象者を小学６年生までから中学３年生までに拡大

212,427 176,106 204,389 207,707 239,757 254,474 253,654
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保育課 

障がい児等保育補助事業に関する資料 

             

１．事業内容 

  障がい児を預かっている保育施設において、配置基準以上に保育士を加配している施設に対し、補助金を交付 

  補助金額：9 万円／月 

令和６年度から事業を開始 

 

２．令和６年度事業実施施設数（令和 7 年 2 月 28 日現在） 

  13 施設 

 

３．令和６年度加配保育士数（令和 7 年 2 月 28 日現在） 

  13 人 

 

-  60  -



保育課 

保育所等整備補助事業費に関する資料 

 

１．事業内容 

 保育所等整備事業費補助金については、保育所、認定こども園、乳児等通園支援事業所等の老朽化等による建て替え、大規模改

修又は施設整備に要する経費を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来る体制の整備を促進することを目的とする 

 

２．スケジュール（令和 7 年度単年度事業の場合） 

 令和 6 年 10 月 事業者から市へ設計図書などの提出 

令和 7 年 1 月 国に協議書を提出 

      4 月 国からの内示 

      5 月 入札 

 令和 8 年 3 月 竣工 

 

３．令和 7 年度の事業予定 

 施設数：6 施設 

 事業内容の内訳：老朽化による建て替え及び大規模改修が合わせて 2 件、こども園への移行のための建て替えが 1 件、乳児等通

園支援事業のための施設整備が 3 件 
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保育課 

乳児等通園支援事業に関する資料 

 

１．事業内容 

 こどもにとって、家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会を創出するため、また、孤立感や不安感を抱える保護者の負担

感の軽減を図るため、現行の幼児教育・保育給付制度とは別に、就労要件を問わず時間単位での受入を実施する保育施設等に対

し、補助金を交付するもの。事業対象者は、保育施設に通っていない満 3 歳未満児。 

 

２．スケジュール 

 事業開始については、現在のところ未定 

  市は要綱の制定、保護者の事業利用認定、事業者の事業実施認定 

保護者は事業利用の申請及び専用システムへの情報登録 

事業者は、事業開始の申請及び専用システムへ利用できる日の登録 

上記が整い次第、保護者と事業者が面談を行い、実際の利用が開始される。 

 

３．利用者数見込み 

 未就園児の数から、0 歳児 276 人、1 歳児 276 人、2 歳児 275 人、合計 827 人が事業対象人数と見込む。 

 

４．利用可能時間 

  10 時間／月 

 

５．対象施設 

令和６年度に認可保育施設に意向調査を行ったところ、7 施設から実施予定と回答。 

 受入定員は、7 施設で 20 人。  
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度

▲ 26,118 ▲ 24,301

▲ 80,303 ▲ 84,460

▲ 3,793 ▲ 4,132

▲ 110,214 ▲ 112,893

（単位：千円）

令和６年度 令和７年度

64,528 39,178

58,345 69,682

7,042 5,868

129,915 114,728

（単位：千円）

240,129 227,621

・届出保育施設等に入所した児童の保護者に保育料相当額を補助するもの

私立認定保育所施設型給付費（民生費）

・私立認定こども園に対して無償化の影響額を給付費するもの

・幼稚園型一時預かり事業を利用した児童の保護者に利用料相当額を補助するもの

計

第2子以降の保育料無償化合計額

多子世帯保育料支援事業費（教育費）

費目

多子世帯保育料支援事業費（民生費）

保育課

〇歳出

第２子以降の保育料無償化による影響額に関する資料（幼稚園教育振興事業費分を含む）

〇歳入

費目

公立保育所保護者負担金

・市内公立保育所（認定こども園含）入所児童分保育料の影響額

私立保育所保護者負担金

・市内私立保育所入所児童分保育料の影響額

広域入所保護者負担金

・市外私立保育所に入所した児童の保育料の影響額

計
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